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第４章 緊急事態応急対策等の実施 

 

第１節 通報及び連絡 

 

１．通報の実施 

（１）原子力防災管理者は，発電所における別表２－２の事象の発生について連絡を受け，

又は自ら発見したときは，様式７－２に定められた通報様式に必要事項を記入し，内

閣総理大臣，原子力規制委員会，福島県知事，大熊町長，双葉町長その他の別図２－

４に定められた通報先にファクシミリ装置を用いて，直ちに一斉に送信する。別表２

－２に定める事象を経ずに別表２－３に定める事象が発生した場合も同様に送信する。

さらに，内閣総理大臣，原子力規制委員会，福島県知事，大熊町長及び双葉町長に対

してはその着信を確認する。これ以外の通報先については追って電話等にてファクシ

ミリを送信した旨を連絡する。 

なお，原子力防災管理者は，発電所外（発電所が輸送物の安全について責任を有す

る事業所外運搬（使用済燃料，輸入新燃料等）に限る。）における別表２－２又は別表

２－３に定める事象の発生について連絡を受け，又は自ら発見したときは，様式７－

３に定められた通報様式に必要事項を記入し，内閣総理大臣，原子力規制委員会，国

土交通大臣，当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事，市町村長その他の別

図２－４に定められた通報先にファクシミリ装置を用いて，直ちに一斉に送信する。

さらに，内閣総理大臣，原子力規制委員会，国土交通大臣，当該事象が発生した場所

を管轄する都道府県知事及び市町村長に対してはその着信を確認する。これ以外の通

報先については追って電話等にてファクシミリを送信した旨を連絡する。 

送信した通報用紙については，記録として保存する。 

（２）原子力防災管理者は，発電所内の事象発生における原子力災害対策特別措置法第１

０条第１項に基づく通報を行った場合，その旨を内閣総理大臣，原子力規制委員会，

福島県知事，大熊町長及び双葉町長と連絡を取りつつ，報道機関へ発表する。 

なお，原子力防災管理者は，事業所外運搬に係る事象発生における原子力災害対策

特別措置法第１０条第１項に基づく通報を行った場合，その旨を内閣総理大臣，原子

力規制委員会，国土交通大臣，当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び



 

市町村長と連絡を取りつつ，報道機関へ発表する。 

 

２．緊急時態勢発令時の対応 

（１）原子力防災管理者は，前項の通報を行った場合，この計画第２章第１節１．「態勢の

区分」に基づき，緊急時態勢を発令する。 

（２）原子力防災管理者は，緊急時態勢を発令した場合，直ちに本社原子力運営管理部長

に連絡する。また，発電所内の事象発生の場合，本社原子力運営管理部長は，ＳＰＤ

Ｓのデ－タが国に伝送されていることを確認する。なお，伝送されていない場合は，

必要な項目について代替手段によりデータを送付する。 

（３）本社原子力運営管理部長は，原子力防災管理者からの発電所における緊急時態勢の

発令の連絡を受けた場合，直ちに社長に連絡する。 

（４）社長は，本社原子力運営管理部長から発電所緊急時態勢の発令の連絡を受けたとき

は，本社に緊急時態勢を発令する。 

（５）原子力防災管理者及び本社対策本部総務統括は，原子力防災要員等を非常召集する。 

（６）原子力防災管理者及び社長は，発電所及び本社に対策本部を設置し，それぞれの対

策本部長となり原子力災害対策活動を開始する。 

（７）発電所対策本部長及び本社対策本部長は，緊急時態勢を発令した場合，緊急時対策

所，本社非常災害対策室においてテレビ会議システムを起動し，総理大臣官邸，原子

力規制庁，オフサイトセンターを接続する。 

 

３．情報の収集と提供 

（１）発電所対策本部の各班長は，事故状況の把握を行うため，速やかに次に掲げる事項

を調査し，事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し，各統括及び担当に報告する。

各統括及び担当は情報の取り纏めを行うとともに発電所対策本部長に報告する。 

① 事故の発生時刻及び場所 

② 事故原因，状況及び事故の拡大防止措置 

③ 被ばく及び障害等人身災害にかかわる状況 

④ 発電所敷地周辺における放射線並びに放射能の測定結果 

⑤ 放出放射性物質の量，種類，放出場所及び放出状況の推移等の状況 



別図２－１ 発電所原子力警戒組織及び原子力防災組織の業務分掌 

 

 
     

本部スタッフ 1.本部運営等の補佐      
       

   

対外対応統括 

1.対外対応活動の

統括 

 
広報班 1.マスコミ対応 

 

   

 
通報班 1.社外関係機関への通報・連絡 

 

   

 立地班 

 
1.立地地域対応 

 
       
 

 

 

 

  

安全監督担当 

1.作業者の安全

確保 

2.警備の統括 

 

警備誘導班 
1.所内の警備 

2.物的防護施設の運用  

 

 

 

  

 

本部（統括管理） 

本部長： 

原子力防災管理者 

（発電所長） 

1.本部業務の統括 

2.重要な事項の意

思決定，指揮 

3.防災態勢の発

令，変更及び解

除の決定 

  

   

 

  

現場対策統括 

1.事故対応作業の

全体指揮 

 
復旧班 

1.応急復旧計画の立案と措置 

2.事故復旧計画の立案 

3.消火活動 

4.電源機能喪失時の措置 
 

   
運転班 

1.事故状況の把握 

2.事故拡大防止に必要な運転上の措置 

3.発電所施設の保安維持    

  
 
保安班 

1.発電所内外の放射線・放射能の状況把握 

2.被ばく管理・汚染管理 

3.放射能影響範囲の推定  

      

   計画・情報統括 

1.事故状況の把握 

2.事故対応の戦略

立案 

 
情報班 

1.本社対策本部との情報の受理・伝達 

2.各班情報の収集  

   
 
技術班 

1.事故状況の把握評価 

2.事故影響範囲の推定 

3.事故拡大防止対策の検討  

       

   

総務統括 

1.発電所対策本部

の運営支援の統

括 

 

総務班 

1.所内への周知 

2.対策本部の設置・運営 

3.要員の呼集及び輸送 

4.支援に係わる社内外との連絡・調整 

5.他の班に属さない事項 
 

   
 
厚生班 

1.食糧・被服の調達 

2.宿泊関係の手配  

   
 
医療班 1.医療活動 

 

   
 
資材班 

1.資材の調達及び輸送 

2.機動力の調達  

 

※組織にはＩＣＳ（インシデントコマンドシステム）を取り入れており 

１，各階層における監督人員は３～７名以内 ２，指示・報告は自分の指揮命令系統のみ 

３，他命令系統からの指示は受け付けない  ４，組織は必要に応じ活動単位毎に拡大・縮小を行える 



 

別図２－２ 本社原子力警戒組織及び原子力防災組織の業務分掌 

 
      

   

対外対応統括 

1.対外対応活動の

統括 

官庁連絡班 
1.原子力規制庁等の関係官庁への通報連絡 

2.官庁への情報提供と質問対応 

   広報班 
1.広報活動における全店統一方針と戦略の策定 

2.プレス対応（プレス文，ＱＡ作成含む） 

   立地班 

1.発電所の立地地域対応の支援 

2.自治体・ＯＦＣへの情報提供 

3.自治体・ＯＦＣからの要望対応 
      

   

計画・情報統括 

1.プラント情報や放

射線に関する情

報，事故進展評

価などの統括 

保安班 

1.放射性物質の放出量評価 

2.周辺環境への影響の予測・評価 

3.放射線管理用資機材の配備 

4.発電所関係者の線量管理等の支援 
 

  計画班 

1.事故状況の把握・進展評価 

2.環境への影響評価 

3.発電所の復旧計画の策定支援 
本部（統括管理） 

本部長：社長 

1.発電所の重要な

決定事項の確認 

2.原子力規制委

員，原子力規制

庁審議官等との

間で重要な事項

に関する協議，

意思決定 

  情報班 
1.事故状況，対応状況の把握 

2.本社対策本部内での情報共有・一元管理 
  

 

 

  復旧統括 

1.発電所事故対応

作業の支援統括 

復旧班 

1.発電所の復旧方法の検討・立案，発電所への助

言 
  

  

  

 

  

 

 

  

総務統括 

1.発電所復旧要員

が的確に復旧活

動を行うための

支援を統括 

通信班 1.社内外関係箇所との通信手段の維持・確保 

  総務班 

1.本社防災要員の非常召集 

2.発電所復旧要員の職場環境の整備等 

3.人員輸送手段の確保  

   厚生班 

1.本部における食料・被服の調達及び宿泊関係の

手配 

2.発電所復旧要員の食料・被服の調達支援，宿泊

の手配支援 

3.現地医療体制整備支援 

   資材班 
1.発電所の復旧活動に必要な資機材の調達，適

切な箇所への搬送 

     

   
支援統括 

1.発電所の復旧に

向けた支援拠点

や支援の受入の

統括 

後方支援拠点班 

1.原子力事業所災害対策支援拠点の立ち上げ・ 

運営 

2.同拠点における社外関係機関（自衛隊，消防，

警察等）との情報連絡 

   支援受入調整班 
1.官庁（自衛隊，消防，警察等）への支援要請，調

整の窓口 

   電力支援受入班 

1.事業者間協力協定に基づく他原子力事業者から

の支援受入調整 

2.原子力緊急事態支援組織からの支援受入調整 

 

※組織にはＩＣＳ（インシデントコマンドシステム）を取り入れており 

１，各階層における監督人員は３～７名以内 ２，指示・報告は自分の指揮命令系統のみ 

３，他命令系統からの指示は受け付けない  ４，組織は必要に応じ活動単位毎に拡大・縮小を行える 

 
 

 

 

 



 

別図２－４ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報経路（１／２） 

（１） 発電所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 
  

 福島県危機管理部原子力安全対策課 ※３ 

(福島県知事) 
  
 大熊町環境対策課（大熊町長） ※３ 
  
 双葉町住民生活課（双葉町長） ※３ 
  
 福島県環境創造センター環境放射線センター   
 富岡町安全対策課 ※３   
 楢葉町環境防災課 ※３   
 関係周辺市町村 ※１※３   

 

 福島県警察本部警備部災害対策課   
 双葉警察署   
 双葉地方広域市町村圏組合消防本部     
 富岡労働基準監督署   
 福島海上保安部警備救難課    

関係周辺市町村消防署及び警察署 ※２※４   
 福島第一原子力規制事務所   
 経済産業省東北経済産業局総務企画部総務課   
 現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対策協議会 

（オフサイトセンター） 

 
  

地方放射線モニタリング対策官   
  
  

 内閣府（内閣総理大臣） 
  
 原子力規制庁 原子力災害対策・核物質防護課 

（原子力規制委員会） 
  
 経済産業省 資源エネルギー庁 原子力政策課 
  
 内閣官房 

 

 内閣府政策統括官（原子力防災担当）付 
  
 社内関係箇所 
   

：原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報先 

：電話によるファクシミリ着信の確認 

：ファクシミリによる送信 

：電話等による連絡 

 

※１：浪江町，広野町，いわき市，田村市，南相馬市，川俣町，川内村，葛尾村，飯舘村 

※２：いわき中央警察署，いわき南警察署，いわき東警察署，いわき市消防本部 

南相馬警察署，相馬地方広域消防本部，田村警察署，郡山地方広域消防組合消防本部 

福島警察署，伊達地方消防組合消防本部 

田村消防署，相馬消防署，南相馬消防署，平消防署，小名浜消防署，勿来消防署 

常磐消防署，内郷消防署 

※３：ファクシミリ，電話等による通信手段が遮断された場合は，衛星携帯電話を所持した者を派遣 

※４：メールによる連絡（メールによる連絡が不可の場合は電話にて連絡） 

 

 

事象発見者 

（当直長等） 

通報連絡責任者 

原子力防災管理者 

 
本社通報連絡責任者

（不通時は第１代行者

又は第２代行者） 



 

 

別表２－２ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通報基準（１／１１） 
対象号機は略称内に（）で示す。 

ＥＡＬ番号 SE01 BWR 

ＥＡＬ略称 敷地境界付近の放射線量の上昇 

ＥＡＬ (1)放射線測定設備について，単位時間（2 分以内のものに限る。）ごとのガンマ線の放射線

量を測定し 1時間あたりの数値に換算して得た数値が 5μSv/h以上の放射線量を検出する

こと。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該数値は検出されなかったこととす

る。 

 (a)排気筒及び指定エリアモニタに示す測定設備により検出された数値に異常が認められ

ないものとして，原子力規制委員会に報告した場合 

 (b)当該数値が落雷の時に検出された場合 

 (c)検出された放射線量から最近三か月間に検出された放射線量の平均値を減じて得た数

値が 5μSv/h を下回っている場合 

(2)放射線測定設備のすべてについて 5μSv/h を下回っている場合において，当該放射線

測定設備の数値が 1μSv/h以上であるときは，当該放射線測定設備における放射線量と原

子炉の運転等のための施設の周辺において，中性子線が検出されないことが明らかになる

までの間，中性子線測定用可般式測定器により測定した中性子の放射線量とを合計して得

た数値が，5μSv/h 以上のものとなっているとき。ただし，次に該当する場合は，当該数値は

検出されなかったこととする。 

 (a)検出された放射線量から最近三か月間に検出された放射線量の平均値を減じて得た数

値が 5μSv/h を下回っている場合 

事業者解釈 ・ ここでいう「放射線測定設備」とは，原子力事業者防災業務計画別図により配置された放

射線測定設備をいう。 

・ (1)項の「単位時間（2 分以内に限る。）」を放射線測定設備のデジタル値で確認する場合

は，そのデジタル値の間隔(２分以内)を指定できるものとする。 

・ (1)(a)項の「検出された数値に異常が認められない」とは，放射線測定設備において，検

出された放射線量から最近三か月間に検出された放射線量の平均値を減じて得た数値

が 5μSv/h 以上の放射線量を検出したときに速やかに原子力防災資機材の排気筒モニ

タ及び指定エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化していな

いことを確認した場合とする。 

・ (1)(a)項の「原子力規制委員会へ報告した場合」とは，これらモニタ等に異常がないことを

確認した場合において，以下の事項について，原子力規制委員会へ電話で連絡した場

合をいう。 

 a. プラントが SE，GEの状態ではないこと。 

 b. 通報事象等規則第 3条の 2により，報告するものであること。 

 c. 放射線測定設備の指示上昇の原因はプラント由来のものではないこと 

 d. 特定事象の通報は実施しないこと。 

・ (2)項の 1μSv/h 以上である場合において，原子力防災資機材の排気筒モニタ及び指定

エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化していないことを確認

した場合も検出されなかったものとみなす。 

・ 「最近三か月に検出された放射線量の平均値」は晴天・雨天を問わず至近三か月間の平

均値を算出して設定する。 

規制庁解説  東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る放射線量の検出に係る通報

基準のうち，原子力事業所の区域の境界付近において定める基準については，『バックグラウ

ンドの毎時の放射線量（３ヶ月平均）＋毎時５マイクロシーベルト』とする。 

 

 

 

 

 



 

様式７－２ 
 

特定事象発生通報（原子炉施設） 

 

平 成   年   月   日 

内閣総理大臣，原子力規制委員会，福島県知事，大熊町長，双葉町長 殿 

第 １０ 条 通 報 

 

 

通報者名                  

連絡先                   

特定事象の発生について，原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の規定に基づき

通報します。 

原子力事業所の名称及

び場所 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原２２ 

特定事象の発生箇所  福島第一原子力発電所  号機 

特定事象の発生時刻 平成  年  月   日   時  分  （２４時間表示） 

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要 

特定事象の種類 

SE01～06 放射線量等の検出 

SE21 冷却材漏えい 

SE22 注水機能喪失 

SE23 残留熱除去機能喪失 

SE25,SE26 交流電源喪失 

SE27 直流電源喪失（部分喪失）

SE29 停止中原子炉に関する異常 

SE30 燃料プールに関する異常(5,6 号機) 

SE31 燃料プールに関する異常(1～4 号機) 

SE41 原子炉格納容器機能の異常 

SE42 障壁の喪失 

SE43 原子炉格納容器圧力逃がし装置使用 

SE51 原子炉制御室等に関する異常

SE52 通信設備異常 

SE53 火災又は溢水の発生 

SE55 外的な事象による影響 

 

想定される原因 
故障，誤操作，漏えい，火災，爆発，地震，調査中， 

その他                       ） 

検出された放射

線量の状況，検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

等の状態等 

原子炉の運転状態 

 発生前（運転中，起動操作中，停止操作中，停止中） 

 発生後（状態継続，停止操作中，全制御棒全挿入）  

ＥＣＣＳ系の作動状態  

（要求信号／有・無，成功，一部失敗，全台失敗） 

排気筒放射線モニタの指示値（排気筒名：       ） 

 変化無し,変化有り（発生前の値   cps→最大値 cps） 

モニタリングポストの指示値   

 変化無し，変化有り 

 (発生前の値   nGy/h→最大値   nGy/h,MPNo.   ） 

その他 

 

その他特定事象の把握

に参考となる情報 

                                           

                              


